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定款の一部変更定款の一部変更定款の一部変更定款の一部変更にににに関するお知らせ関するお知らせ関するお知らせ関するお知らせ    

 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 22 日開催予定の当社第 21 期定時株主

総会に｢定款の一部変更の件｣の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

 

記 

 

 

 

１．変更の理由 

当社及び子会社の事業領域の拡大と新規事業への参入に対応するとともに、事業の現状に即し

て事業内容の明確化を図るため、現状定款第２条（目的）の変更を行うものであります。 

 

 

 

２．変更の内容   
 変更の内容は下記のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１ 信用補完（超過担保、優先劣後構造、信用

状、現金準備金勘定、債券保証等）およびそ

の業務に関する仲介、コンサルティング 

１ 信用補完およびその業務に関する仲介、コン

サルティング 

２ 金融業務およびその業務に関する仲介、コン

サルティング 

2 金融業務、組合財産の運用・管理およびこれ

らの業務に関する仲介、コンサルティング 

3～10（条文省略） 3～10（現行通り） 

（新設） 1１ 不動産特定共同事業法に基づく事業 

（新設） 1２ 自然エネルギー等による発電事業およびその

管理、運営並びに電気の供給、販売等に関

する事業 



現 行 定 款 変 更 案 

（新設） 13 当会社は、次の事業を営む会社の株式等を

所有等することにより、当該会社の事業活動を

支配および管理することを目的とする。 

（新設） (1） 組合財産の運用および管理 

（新設） (2） 不動産の賃貸借、売買、所有、交換、仲

介、代理、鑑定、管理およびコンサルティ

ングならびにこれらに関する情報処理サー

ビスおよび情報提供サービス 

（新設） (3) 企業・団体の委託を受けて行う下記業務 

①福利厚生業務 

②社宅管理業務 

③請求・支払業務 

（新設） (4) 食料品、食品添加物および飲食品の製

造、加工、輸出入ならびに販売 

（新設） (5) テーマパーク、美術館、ミュージアム、ライ

ブラリー、レジャー施設等およびそれに関

連する諸施設の経営・維持管理および関

連する役務提供 

（新設） (6)金融商品取引法に規定する、第一種金融

商品取引業、第二種金融商品取引業、投

資運用業、投資助言・代理業および金融

商品仲介業 

（新設） （7）不動産特定共同事業法に基づく事業 

（新設） （8）コンピュータソフトウェアの研究、開発、製

造及び販売 

11 前各号に付帯する一切の業務 

 

14 （現行通り） 

  

 

３．日程 

   
 定款変更のための株主総会開催日   平成 27 年 12 月 22 日（水）（予定） 

 定款変更の効力発生日        平成 27 年 12 月 22 日（水）（予定） 

 

以 上 


